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日本人会セミナー 

ドイツ法人税の実務 

2019年2月15日（金）14:30～ 

 

拝啓 

貴社益々のご清栄のこととお慶び申し上げます。また平素よりミュンヘン日本人会の活動にご協

力頂きまして誠に有難うございます。 

さて、来る2019年2月15日（金）、Ernst & Young GmbH(EY)様のご協力のもと、「ドイツ法人税

の実務」についてのセミナーを開催させて頂きます。 

皆様、ご多用のこととは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出席賜りますようお願い申し上

げます。参加をご希望されるお客さまにおかれましては、日本人会事務局にメールで申込頂きま

すよう宜しくお願い申し上げます。ご不明な点等ございましたら、パナソニック斉藤宛

（Tetsuo.Saito@eu.panasonic.com）にe-mailをお送りください。 

本セミナーは法人向けになりますが、個人会員様の申し込みも可能です。但し、参加は法人

様が優先となりますため、ご参加頂けない場合もございます。 

敬具 

 

日時 ：2019年2月15日（金） 14時30分（14時00分開場）～17 時00 分（予定） 

セミナー終了後にEY様のご好意により軽食でのレセプションを行います。 

会場 ：Ernst & Young GmbH / ミュンヘン事務所 Conference Room 11+12 

       Arnulfstraße 59, 80636 München      

 

講師 ：梅田健二様／牛島優様／中谷和規様（EY） 

参加費 ：法人会員/個人会員無料、非会員 EUR30/人 

内容 ：企業がドイツで経済活動を行う場合、諸々の税金の影響を考慮する必要があります

が、本セミナーではドイツの税金の中でも基本的な税金である法人税および営業税（法

人課税）に焦点をあて、まず、営業税の納税義務ならびに各種コンプライアンス規定を

含む申告実務について概説した後、課税所得および税額の算定の仕組みを商法会計上の

利益との関連も含めて説明いたします。続いて、実務上ポイントとなる個別の論点につ

いて具体的に説明していきたいと思います。なお、解説のなかでは法人課税の観点から

ドイツで実際の業務を行う際に留意すべき事項についてもお伝えしたいと思います。 

 

申込先 ：日本人会事務局宛メール( kaiho_jcm@mnet-online.de )に以下の３点を記入ください 

   氏名 会社名 レセプション出欠 （もしあれば）講師への質問 

締め切り：2月8日(金) 13時 

 

以上 
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